
生駒市子育て世帯訪問支援事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、生駒市（以下「市」という｡)が実施する児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第６条の３第１９項に規定する子育て世帯訪問支援事

業（以下「本事業」という｡)について、必要な事項を定めるものとする。  

（事業の目的）  

第２条  本事業は、家事又は育児に対して不安若しくは負担を抱える子育て家庭、

妊産婦又はヤングケアラー等がいる家庭に対し、訪問支援員が当該家庭の居宅

を訪問し、必要な支援を行うことにより、家庭環境及び養育環境の安定を図り、

児童虐待の発生又は重篤化を未然に防止することを目的とする。  

（実施主体）  

第３条  本事業の実施主体は、市とする。  

２  市は、本事業を、適切な事業実施体制を確保することができると認められる

事業者（以下「委託事業者」という。）に委託することができる。  

３  前項の事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。  

(1）次のいずれかに該当する事業者  

ア  介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく訪問介護の指定を受け

ている事業者  

イ  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）に基づく居宅介護の指定を受けている事業者  

ウ  児童福祉法に基づく居宅訪問型認可外保育施設として届出を行っている

事業者  

エ  居宅を訪問する事業において家事支援又は育児・養育支援の実績を有し、

当該事業所において３年以上の事業実績がある事業者  

(2）市の区域内全域において事業を実施することができること。  

（対象者）  



第４条  本事業の対象者（以下「支援対象者」という。）は、市の区域内に居住す

る者のうち、本事業による支援が必要であると市長が認めた者であって、次の

各号のいずれかに該当するものとする。  

(1）保護者に監護させることが不適当であると認められる１８歳未満のこども

（以下「児童」という。）の保護者又はそのおそれがある児童の保護者  

(2）食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育

を支援することが特に必要であると認められる児童の保護者又はそのおそれ

がある児童の保護者  

(3）若年妊婦等であって、出産後の養育について、出産前から支援を行うこと

が特に必要であると認められる妊婦又はそのおそれがある妊婦  

(4）前各号に掲げるもののほか、市長が本事業による支援が必要であると認め

る者  

２  前項の規定にかかわらず、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律その他の法令に基づく事業により訪問支援を受ける

ことができる者については、当該訪問支援を優先して利用するものとし、当該

訪問支援を利用することができない場合に限り、本事業の支援対象者とする。  

（事業の内容）  

第５条  市は、訪問支援員を支援対象者のいる世帯の居宅に派遣し、次に掲げる

支援を行うものとする。  

(1) 家事支援（食事の準備、洗濯、掃除並びに買い物の代行又は補助等をいう。）  

(2）育児・養育支援（育児の補助、保育所等への送迎、宿題の見守り及び外出

時の補助等をいう。）  

(3）子育て等に関する不安又は悩みの傾聴、相談及び助言（保健師その他の専

門職による対応が必要な専門的内容のものを除く。）  

(4）地域の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報の提供  

(5）支援対象者及び児童の状況並びに養育環境の把握及び市への報告  



２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に

掲げる支援は行わないものとする。  

(1）病児又は病後児の世話を目的とする場合  

(2）支援の実施時において保護者が不在である場合  

(3）感染症の患者又は当該感染症に感染しているおそれのある者が当該世帯に

同居している場合  

(4）他の公的サービスの利用時間と重複する場合  

(5）前各号に掲げるもののほか、適切な支援の提供が困難であると市が認める

場合  

（訪問支援員の要件）  

第６条  本事業を行う訪問支援員は、次に掲げる要件をいずれにも該当する者と

する。  

(1) 次のいずれかに該当する者  

ア  介護福祉士、訪問介護員、看護師、保育士その他これらに準ずる資格を

有する者  

イ  介護職員初任者研修又は子育て支援員研修を修了した者  

ウ  前２号に掲げる者のほか、家事又は育児・養育に関する支援を適切に実

施する能力を有すると市長が認める者  

(2）心身ともに健康である者  

(3）次のいずれにも該当しない者  

ア  拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなるまでの者  

イ  児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律（平成１１年法律第５２号）その他児童福祉法

施行令（昭和２３年政令第７４号）第３５条の５各号に掲げる法律の規定

により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな



くなるまでの者  

ウ  児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２条に規

定する児童虐待又は児童福祉法第３３条の１０に規定する被措置児童等虐

待を行った者  

エ  前各号に掲げるもののほか、児童の福祉に関し著しく不適当な行為を行

った者  

（利用申請）  

第７条  本事業を利用しようとする者（以下「申請者」という｡)は、生駒市子育

て世帯訪問支援事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。  

（利用決定等）  

第８条  市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を

決定し、生駒市子育て世帯訪問支援事業利用可否決定通知書（様式第２号）に

より当該申請者に通知するものとする。  

２  市長は、第３条第２項の規定により、本事業を委託事業者に委託するときは、

生駒市子育て世帯訪問支援事業利用受入依頼書（様式第３号）により当該事業

者に依頼するものとする。  

３  市長は、支援対象者が第４条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は

本事業の利用が不適当であると認めるときは、利用の決定を取り消し、又は利

用を一時停止することができる。  

（利用辞退）  

第９条  支援対象者は、本事業の利用を辞退しようとするときは、生駒市子育て

世帯訪問支援事業利用辞退届（様式第４号）により、市長に届け出なければな

らない。  

（利用終了等）  

第１０条  市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業

の利用を終了するものとし、生駒市子育て世帯訪問支援事業利用終了通知書（様



式第５号）により通知する。  

(1）第８条第３項の規定により利用の決定が取り消され、又は一時停止された

とき。  

(2）訪問支援員からの報告等により、対象者世帯の養育環境が改善したと認め

られるとき。  

(3）前条の規定による利用辞退の届出があったとき。  

２  市長は、前項の規定により本事業の利用を終了するときは、生駒市子育て世

帯訪問支援事業利用依頼終了通知書（様式第６号）により、委託事業者に通知

するものとする。  

（利用時間及び期間等）  

第１１条  本事業の利用時間は、生駒市の休日を定める条例（平成元年条例第２

０号）第１条に規定する市の休日を除く日の午前８時から午後６時までとし、

１日につき２時間以内、１週間につきおおむね２日以内とする。  

２  前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認める

場合は、この限りでない。  

３  支援対象者に対する支援期間は、原則として支援開始の日から２か月以内と

する。  

（利用者負担額）  

第１２条  申請者は、本事業の利用に要する費用の一部として、世帯の経済的状

況及び養育負担の程度を考慮し、別表第１に定める額（以下「利用者負担額」

という。）を負担しなければならない。  

２  別表第１に規定する利用者負担額が３００円の世帯区分に該当する申請者は、

当該世帯区分に該当することを証する別表第２に定める書類を、利用申請書（様

式第１号）に添付しなければならない。  

３  前項の規定にかかわらず、申請者が多子世帯又は多胎児世帯である場合には、

市長は、当該申請者の同意を得た上で、市が保有する公簿等により世帯状況等



を確認し、当該書類又はその写しの添付を省略することができる。  

４  申請者は、第１項に規定する利用者負担額のほか、食材料費、光熱水費その

他実費等を負担するものとする。  

（委託料）  

第１３条  第３条第２項の規定により本事業を委託する場合における委託料の額

は、別表第３に定めるところによる。  

（請求及び支払）  

第１４条  委託事業者は、生駒市子育て世帯訪問支援事業実施報告書（様式第７

号）及び生駒市子育て世帯訪問支援事業委託料請求書（様式第８号）を、事業

実施月の翌月１０日までに市長に提出するものとする。  

２  市長は、前項の規定による請求を受理したときは、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。  

（帳票の整備等）  

第１５条  委託事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、支援に関する記録

その他必要な帳票を整備するものとする。  

２  市長は、必要があると認めるときは、委託事業者に対し、帳票の提出又は派遣

内容の確認等について調査を行うことができる。  

（事故防止及び事故発生時の対応）  

第１６条  委託事業者は、こどもの安全確保を最優先とし、事故防止に万全を期

すとともに、事故等が発生した場合には、速やかに市に報告し、必要な措置を

講じなければならない。  

２  事故等の発生に関し、委託事業者の故意又は過失により損害が生じた場合に

は、当該委託事業者がその責任を負うものとする。ただし、不可抗力による場

合は、この限りでない。  

３  前２項に規定する事項の詳細は、委託事業者との委託契約において定めるも

のとする。  



（守秘義務）  

第１７条  委託事業者及びその従業員は、本事業の実施により知り得た個人情報

を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。委託契約が終了した後において

も、同様とする。  

（その他）  

第１８条  この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

  



別表第１（第１２条第１項関係）  

世帯区分  利用者負担額（１時間当たり）  

生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯  ３００円  

多子世帯又は多胎児世帯  ３００円  

前２区分以外の世帯  ６００円  

 備考  

１  この表において「生活保護受給世帯」とは、生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）の規定による保護を受けている世帯をいう。  

２  この表において「住民税非課税世帯」とは、当該年度（４月から６月ま

での間に申請する場合にあっては、その前年度）の地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税

を含む。）が非課税である世帯をいう。  

３  この表において「多子世帯」とは、３人以上の児童を養育している世帯

をいう。  

４  この表において「多胎児世帯」とは、多胎妊娠により出生した２人以上

の児童を養育している世帯をいう。  

 

別表第２（第１２条第２項関係）  

世帯区分  添付書類  留意事項  

生活保護受給世帯  生活保護を受けていることを

証する書類  

 

住民税非課税世帯  当該年度分（４月から６月まで

の間に申請する場合にあって

は、前年度分）の非課税を証す

る書類  

世帯員のうち収入のあ

る者全員分（単身赴任の

父又は母その他生計を

一にする者を含む。）  

 



別表第３（第１３条関係）  

区分  内容  委託料  

訪問支援を実施し

た場合  

訪問支援費（生活保護受給

世帯、住民税非課税世帯、

多子世帯又は多胎児世帯

に係るもの）  

１時間当たり  ２，７００円  

訪問支援費（前号以外の世

帯に係るもの）  

１時間当たり  ２，４００円  

交通費（往復）  １回当たり     ９３０円  

連絡なくキャンセ

ルした場合又は当

日にキャンセルし

た場合  

 １回当たり   １，５００円  

 


